
（公社）福岡県産業資源循環協会からの
お知らせ
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◼ “適正処理”の第一歩
優良な産廃処理業者への委託

◼ 産業廃棄物税について

公益社団法人 福岡県産業資源循環協会
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“適正処理” の第一歩
優良な産廃処理業者への委託

公益社団法人 福岡県産業資源循環協会
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◼  優良さんぱいナビ
(http://www3.sanpainet.or.jp/)

◼  産廃情報ネット
(http://www.sanpainet.or.jp/)

◼  各都道府県や政令市の処理業者名簿   など

優良な産業廃棄物処理業者を選定する手順 ①

“産業廃棄物処理業者”をピックアップする
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優良な産業廃棄物処理業者を選定する手順 ②

チェックリストを活用して
“産業廃棄物処理業者”を確認する

（公社）全国産業資源循環連合会
発行

5



① 法定事項への社内管理体制

② 安全管理体制

③ 処理料金

④ 処理業者を訪問する

⑤ 現地確認報告書を作成・保管する など

優良な産業廃棄物処理業者を選定する手順 ②

チェックするポイント とは？
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優良な産業廃棄物処理業者を選定する手順 ③

契約、そして、安心して処理委託開始。

委託先“産業廃棄物処理委託業者”の決定
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情報を整理し、

優良な“産業廃棄物処理業者”を見極め、

処理委託すること!!

優良な産業廃棄物処理業者を選定する手順 ④
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◼ 実績と遵法性
5年以上の事業実績があり、その間に改善命令等の不利益処分を受けていな

いこと。

◼ 事業の透明性
許可の内容や過去3年間の処分の受託量など定められた情報をインターネッ

トで一定期間継続して公表していること。

◼ 環境配慮の経営
ISO14001、エコアクション21等の認証を受けていること。

◼ 電子マニフェスト
排出事業者から要望があった場合に電子マニフェストが利用可能であること。

◼ 健全な財務体質
自己資本比率や経常利益等が一定の基準を満たしていること。

優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度 認定基準
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◼ 産業廃棄物の処理に関するコンプライアンスの確保
事業者には、自ら産業廃棄物を適正に処理する責任があり、この責任は、

産廃処理業者に委託しても免じられるものではありません。

そのため、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、

その産廃処理業者が信頼に値するかどうかを自身の責任で見極める必要があ
ります。
優良産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、信頼できる産廃処理

業者あるといえます。

◼ 産業廃棄物の処理委託の状況をアピール
産業廃棄物の処理委託を積極的に優良産廃処理業者を選択していることは、

“ISO14001、エコアクション21等の認証を受けていること。”が前提にある
ため、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになり
ます。

優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者へ処理委託
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公益社団法人 福岡県産業資源循環協会

（公社）福岡県産業資源循環協会 優良産廃処理業者

優良ステッカーについて
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公益社団法人福岡県産業資源循環協会では、

協会員であり優良産廃処理業者は、右記（図

１）の優良ステッカーを車両等に貼っており

ます。

優良産廃処理業者を活用して、産業廃棄物の

適正処理を進めましょう！

図１



産業廃棄物税について

公益社団法人 福岡県産業資源循環協会
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産業廃棄物税とは、

産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への
搬入に対して課税するもの

で、産業廃棄物の排出抑制とリサイクルをさらに促
進し、循環型社会づくりに向けた取組を進めるため
の費用に充てられる目的税。

産業廃棄物税の概要

産業廃棄物税って？？
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産業廃棄物税の概要

産業廃棄物税のしくみ
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参照：福岡県産業廃棄物納税推進協議会パンフレット



課税標準と納める額

■ 課税標準

県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される
産業廃棄物の重量

■ 納める額

焼却施設への搬入量 ８００円／ｔ

最終処分場への搬入量 １，０００円／ｔ

産業廃棄物税の概要
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税収はどのように使われている？

■ 産業廃棄物の排出抑制・リサイクルの促進

■ 適正処理体制の整備

■ 市町村の環境行政の支援

■ 環境を担う人材育成と交流

産業廃棄物税の概要
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産廃税あるある Q＆A
Q1.産業廃棄物をリサイクルした場合はどうなるの？

A.産業廃棄物がリサイクルされ、焼却施設及び最終処分場へ搬入されるものがなければ、

産業廃棄物税は課税されません。

Q2.中間処理施設を経て最終処分場に搬入された場合の税負担はどうなる？

A.中間処理業者が納税義務者となり、税を負担した中間処理業者は処理料金に税相当分を転嫁（上乗

せ）して、排出事業者へ請求することになります。排出事業者には間接的に税の負担をしていただくこと

となります。

Q3.産業廃棄物の重量がわからない場合はどうすれば？

A.重量の測定が困難な場合には、規則で定めた方法で、容量を重量に換算することになります。

Q4.福岡県外の排出事業者も納税義務者になるの？

A.福岡県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者は、県内、県外を問わず納税

義務者となります。

産業廃棄物税の概要
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産業廃棄物税に関するお問い合わせ

■ 福岡県 博多県税事務所（課税第３課）

住所：福岡市博多区博多駅東１丁目１７番１号
コネクトスクエア博多２階・３階

電話：０９２ー２６０ー６００６

■ 福岡県 総務部 税務課 間税係

住所：福岡県福岡市博多区東公園７－７
電話：０９２－６４３－３０６５

産業廃棄物税の概要
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協会の紹介

■（公社）福岡県産業資源循環協会
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福岡県産業資源循環協会
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